
（様式１）

　件　名 令和６年度　公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター放射線量測定業務委託

横浜市立大学附属市民総合医療センター

　履行場所 横浜市南区浦舟町４丁目５７番地

　履行期間
　（期限） 令和６年４月１日　から　令和７年３月３１日まで

　契約区分 □ 確定契約 ■ 概算契約

　その他
　特約事項

　現場説明 要 月　　日 時　　分 場所

不要

金額入り  ・  金額抜き
　委託概要

　令和６年度　放射線量測定業務委託（詳細は仕様書のとおり）

　備　　考

番　号 所　属

（直通）

ＴＥＬ （253-5304）

委　託　設　計　書

公立大学法人横浜市立大学附属
市民総合医療センター

総務課　労務担当

受　付 担　当 担当者 川井　芙美子



（様式２）

部　　分　　払

■す　る　（１２回以内）

□しない

履行予定月 概算数量 単 位 単 価 概 算 金 額

4月～3月 (5,984) 件

4月～3月 (6,127) 件

4月～3月 (132) 件

4月～3月 (360) 件

4月～3月 (24) 件

　委託代金額 （ ）

　内訳　　業務価格 （ ）

消費税及び地方消費税相当額 （ ）-¥  

-¥  

水晶体測定器測定料金

合計

消費税及び地方消費税相当額

-¥  

小計

部　分　払　の　基　準

項　　目

ガラスバッジ広範囲用ＦＳ型測定料金

ガラスバッジ広範囲用ＦＳ型測定料金（不均等）

X・r線用ガラスリングＪＱ型測定料金

ガラスバッジ中性子広範囲用ＮＳ型測定料金
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公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 

令和６年度 放射線量測定業務委託仕様書 

 

 

１ 履行場所 

横浜市南区浦舟町４-57 

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 

 

２ 履行期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで（12 か月） 

 

３ 業務目的 

本業務は、放射線診療従事者等（以下、「使用者」という。）が作業中に被ばくした放

射線量を正確に管理し、使用者を放射線障害から防護するため、ガラスバッジ等により

測定・検査した被ばく量結果を報告することを目的とする。 

 

４ 測定器 

受託者は、日本産業規格に基づいて管理された測定器を使用すること。 

 

５ 業務内容 

（１）本業務は、受託者が貸与した個人被ばく線量計（以下、「線量計」という。）を使用

者が一定期間使用し、この間に線量計が受けた放射線の量から受託者が測定値等を

求め報告することを基本とする。 

なお、線量計の回収及びその結果報告は、毎月行うものとする。 

（２）受託者は、委託者からの申込み内容に基づき線量計を貸与することを基本とする。 

（３）本業務は、次の各号の組み合わせをもって構成する。ただし、使用する線量計は受

託者が被ばく線量測定業務として認めた線量計とする。 

ア 線量計の貸与 

イ 線量計の測定と測定値（１ｃｍ 線量当量、３ｍｍ線量当量、７０μｍ線量当量）

の算定と報告 

ウ 個人線量（実効線量、等価線量）の算定と報告 

（４）受託者は、線量計と衣服を挟めるタイプのクリップがセットされた状態で納品する

こと。また、眼の水晶体測定用線量計は、ヘッドバンドもしくは眼鏡にセットでき

る備品も貸与する体制を整えていること。 

（５）受託者は、測定の依頼を受けた線量計を次の各号を基準として速やかに測定・報告

すること。 

ア 測定の技術基準は関係する日本産業規格を基本とする。 

イ 測定は使用者が受託者の提示した取扱説明書に従い正しく使用したことを前提

に行う。ただし、測定前に受託者に使用条件について連絡を受け認めた場合は、

それに応じて測定するものとする。 

（６）委託者が緊急と依頼した場合は、受託者に被ばく線量計が届いてから 24 時間以内に
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測定結果を報告する体制を整えていること。なお、中性子は 48 時間以内とする。 

（７）委託者が受託者へ使用者の妊娠を報告した際は、腹部表面に受ける等価線量の１か

月ごと及び妊娠中の合計が分かる体制を整えていること。 

（８）受託者は、委託者が医療法施行規則、電離放射線障害防止規則及び放射性同位元素

等の規制に関する法律に適切に対応できる体制を確保することに協力すること。 

（９）線量計に関して、体幹部測定用線量計、末端部（手指）測定用線量計及び眼の水晶

体測定用線量計が貸与できる体制を整えていること。 

 

６ 報告書 

次の各項目を使用者の属する部署別に一覧に記載し、書面により報告すること。ただ

し、（３）に関しては（２）に合わせた記載でもよいものとする。 

（１）電離放射線障害防止規則で定めた（３か月ごと、及び１か月ごと）集積結果及び個

人の累計線量 

（２）毎月実効線量 1.6ｍＳｖに達している者の氏名及び実効線量測定値 

（３）毎月水晶体等価線量 1.6ｍＳｖに達している者の氏名及び測定線量。ただし、水晶

体専用測定器を付けていない者は、医療法施行規則、線量計での予測線量で可とす

る。 

 

７ 個人被ばく線量の評価・認定 

（１）受託者が報告した個人被ばく線量が、作業内容及び測定の結果が作業内容及び作業

環境等に照らし適切であるか否かの評価及び使用者が受けた放射線量としての認定

は、委託者が行うものとする。 

（２）受託者が報告した個人被ばく線量に関して別段の申し出のない場合は、委託者は受

託者が報告した個人被ばく線量を使用者が受けた放射線量として認定したものとす

る。 

（３）委託者が受託者の報告した内容と異なる個人被ばく線量を測定したものであると判

断・認定した場合は、その内容を速やかに受託者に通知するものとする。 

 

８ メディア変換 

（１）受託者は、委託者からの申込、登録、線量計装着開始、装着終了、休止開始、休止

終了及び線量報告データを WEB 上でシステム管理できるような構築を行うこと。 

（２）受託者は、毎月の測定結果について書面で報告するとともに、構築された WEB シス

テムにおいてデータでも報告するものとする。 

（３）受託者は、「実効線量」、「等価線量」等の全ての測定結果を電子媒体で報告できる体

制を整えていること。 

（４）受託者は、年度計及び５年ブロックの測定結果を電子媒体で報告が可能であり、任

意の期間で統計資料を出力できるシステムを構築していること。 

（５）個人線量データを３か月に１回、構築されたシステムへ移行するためにＣＤ－Ｒで

データを送付すること。 

（６）委託者が指定した数値より高い数値結果が出た場合、受託者は測定後報告書とは別

にメールで委託者へ数値と対象者を報告すること。 
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９ 異動、転出者 

（１）受託者は当該使用者の異動先に対し、報告書を持参又は異動元より送付することに

より当該使用者の生涯の累計線量が確認できるようにすること。また、累計線量調

査に対して速やかに対応できる体制を整えていること。 

（２）受託者は当該使用者の異動先が同一受託者であれば、当該使用者の生涯の累積線量

を自動的に取り込むこと。 

（３）受託者は当該使用者の異動先が同一受託者であれば、当該使用者の実効線量の累積

線量を異動先において自動的に集計すること。 

 

10 受託者の責務 

（１）使用者が公立大学法人横浜市立大学附属病院と行き来する際の線量データは累積デ

ータとし、両病院で確認ができる体制を確保すること。 

（２）契約期間開始日から円滑に業務を遂行できるように委託者と打ち合せを行い、現在

の受託者と十分な引継ぎを実施すること。 

（３）本契約の解除又は契約期間満了後に委託者が他の業者と契約を締結することとなっ

た場合、本委託業務が支障なく遂行できるようにするため、交代後の受託者と十分

な引継ぎを実施すること。 

（４）本契約の解除又は契約期間満了後に委託者が他の業者と契約を締結することとなっ

た場合、累積線量については委託者から報告書類を受託者へ渡し、受託者が登録作

業を行うこと。なお、生涯線量を追えるよう登録を行うこと。 

 

11 紛失、未提出 

（１）使用者が線量計を紛失した場合は、委託者は使用者に未使用の線量計を代替えにて

使用させ、受託者へ連絡をする。 

（２）使用者が線量計を紛失したときに代替線量計がない場合は、受託者より再度貸与す

ること。 

（３）紛失、未提出に関して返却がないときでも測定しない場合、費用は発生しないこと

とする。 

（４）使用者が未提出の線量計がある場合、受託者は返却者一覧を委託者へ送付すること。 

 

12 使用者情報 

（１）使用者名、部署変更等は、WEB 上のシステムにおいて変更依頼ができる体制を整え

ること。 

（２）使用者追加、休止、中止等は月単位で WEB 上のシステムにおいて依頼できる体制を

整えること。 

 

13 厳守事項 

（１）受託者は業務遂行上知り得た情報を他に漏らし、また業務目的以外に利用してはな

らない。 

（２）受託者は、業務従事者に対して別に定める「個人情報取扱特記事項」に基づく研修
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を実施し、誓約書及び研修実施報告書を委託者に提出すること。新たな従事者が業

務にあたる場合は、業務開始前に研修を実施し、その都度誓約書及び研修実施報告

書を委託者に提出すること。 

 

14 その他 

（１）委託者は使用者に線量計を紛失、破損等しないよう適正に管理させるものとするが、

万一、線量計を紛失、破損等した場合の費用は受託者の負担とする。 

（２）この仕様書及び、委託契約約款に定める事項以外の事項については、委託者が定め

た個人線量測定サービス規約を順守するものとする。 

（３）この仕様書等に定めるほか、業務の実施に関し必要な事項は、必要に応じて委託者

と受託者で協議して定める。 


